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社会福祉施設における民間施設給与等改善費の取扱いについて 

社会福祉施設（児童福祉施設、婦人保護施設及び老人福祉施設を除く。）における民間施

設給与等改善費の支弁（交付）基準については、厚生事務次官通知「生活保護法による保

護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」（昭和４８年５月２６日厚生省社第４９

７号）及び「身体障害者保護費の国庫負担（補助）について」（平成１８年１２月２８日厚

生労働省発障第１２２８００３号）（以下「交付要綱」という。）により実施されていると

ころであるが、この細部の取扱いについては、昭和６３年４月１日から別紙により取扱う

こととしたので、管下社会福祉施設（児童福祉施設、婦人保護施設及び老人福祉施設を除

く。）及び関係機関に対し周知徹底のうえ事務処理に遺憾のないようされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

 

社会福祉施設における民間施設給与等改善費の取扱いについて（児童福祉施設、婦人保

護施設及び老人福祉施設を除く） 

 

交付要綱に定める民間施設給与等改善費（以下「民改費」という。）の加算率は、次の１ 

から３までにより算定するものとする。 

 

１ 基本分 

施設の区分 
職員一人当たり 

の平均勤続年数 

民 間 施 設 

給与等改善費 

加 算 率 

左  の  内  訳 

人件費加算分 管理費加算分 

Ａ階級 

Ｂ階級 

Ｃ階級 

Ｄ階級 

Ｅ階級 

Ｆ階級 

Ｇ階級 

Ｈ階級 

１４年以上 

１２年以上１４年未満 

１０年以上１２年未満 

８年以上１０年未満 

６年以上８年未満 

４年以上６年未満 

２年以上４年未満 

２年未満 

１６％ 

１５ 

１３ 

１１ 

 ９ 

 ７ 

 ５ 

 ３ 

１４％ 

１３ 

１１ 

 ９ 

 ７ 

 ５ 

 ３ 

 １ 

２％ 

  ２ 

  ２ 

  ２ 

  ２ 

  ２ 

  ２ 

  ２ 

 なお、当該施設の「職員１人当たりの平均勤続年数」の算定は、次により行うものであ

ること。 

ア 算定の基礎となる職員は、当該施設に勤務するすべての常勤職員（嘱託医等臨時職

員を除く。）とすること。 

ただし、常勤職員以外の者であっても、１ 日６時間以上、月２０日以上勤務してい

る者にあっては、これを常勤職員とみなして算定すること。 

イ 個々の職員の勤続年数の算定は、現に勤務する施設における勤続年数、当該職員の

その他の社会福祉施設（現に勤務する施設以外の施設であって、社会福祉法第２条に

定める施設のうち、保護施設、老人福祉施設（軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び

特別養護老人ホームに限る）、婦人保護施設、児童福祉施設（児童厚生施設及び児童家

庭支援センターを除く。）、障害者支援施設、障害福祉サービス事業（施設を必要とす

るものに限る。）を行う事業所、障害者自立支援法附則によりなお従前の例により運営

できることとされた身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設、盲人ホーム、

視聴覚障害者情報提供施設並びに福祉ホーム）における通算勤続年数、児童福祉法第

１２条の４に定める施設における勤続年数及び就学前の子どもに関する教育、保育等



の総合的な提供の推進に関する法律に定める認定こども園における勤続年数を合算す

るものとする。 

ウ １施設当たりの職員平均勤続年数は、前記ア、イにより算定した全職員の合算総勤

続年数を算定の基礎となった職員数で除して得た年数とする。 

エ 前記ウの１施設当たりの職員平均勤続年数の算定は、別紙様式１「民間施設給与等

改善費基本分算定調書」（１施設当たり職員平均勤続年数算定表）により、当該年度の

４月１日現在において行うものとし、その年度の中途において当該施設の職員に異動

があった場合にも再計算は行わないものであること。 

オ 新たに開所される施設における当該施設の職員１人当たりの平均勤続年数の算定は、

その開所する日現在において行うこと。 

 

２ 管理費特別加算分 

（１） 本加算分は、他の施設に比較して特に評価に値する優れた入所者処遇を行って

いる施設等に対し、管理費特別加算分として１パーセントを加算するものとする。 

（２） 加算の対象となる施設は、次の事項のいずれかに該当する施設の中から都道府

県・指定都市・中核市本庁（以下「県本庁」という。）が指導監査結果やその他の

調査結果等も考慮し、総合的に審査のうえ、毎年度当初に加算対象施設を決定す

るものとする。 

ただし、本加算を適用する施設は県本庁管内の民改費の対象となる施設のうち

各根拠法律別に３分の１以内の施設（根拠法律毎に施設が県本庁管内に２か所以

下の場合には、他の根拠法による施設と比較して同等程度と評価される施設につ

いて本加算の対象として差し支えない。ただし、この場合本加算を適用するのは

１施設を限度とする。) とする。 

なお、国及び県本庁の監査において指摘された重要事項が改善されない施設に

ついては本加算は適用しないものとする。 

ア 入所者処遇等（給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等）が

特に優良と認められる施設 

イ 重度障害者、重複障害者等処遇困難な者を多数受入れている施設 

ウ 施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために、特に評価に値する活動を実

施している施設 

エ 特に評価に値する先駆的、開拓的な施設運営を行っている施設 

オ 前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり下位の区分になる施設及び前

年度決算において不足金が生じた施設等であって、真に財政面で経営が苦しい

と認められる施設 

カ 以上の外、県本庁において特に必要があると認められる施設 



（３） 留意事項 

ア 県本庁は本加算を受けようとする施設から、県本庁が適宜定めた様式に特別

加算を受けようとする理由及び具体的内容等を記入したもの並びに必要な書類

を添付して提出させるものとする。 

なお、この場合、県本庁は施設側に事務的に過度の負担とならないよう配慮

すること。 

イ 本加算は管理費加算分として取り扱うが、平成１６年３月１２日付け雇児発

第０３１２００１号、社援発第０３１２００１号、老発第０３１２００１号「社

会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」

（雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知）（以下「局

長通知」という。）の４のアにいう施設経理区分から本部経理区分への繰入れ限

度額には含まれないので留意すること。 

 

３ 管理費スプリンクラー設置加算分 

ア スプリンクラー設備（「消防法施行令」（昭和３６年３月２５日政令第３７号）、「同

法施行規則」（昭和３６年４月１日自治省令第６号）に定める設備・設置基準及び昭和

６２年１０月２７日消防予第１８９号「既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の

技術上の特例基準の適用について」（消防庁予防課長通知）に基づくスプリンクラー設

備をいう。以下同じ。）を設置している次の加算対象施設（平屋建等も含む。）に対し、

管理費加算分として０．３パーセントを加算する。 

イ 加算対象施設 

救護施設 

ウ 本加算を受けようとする施設は、別紙様式２の「管理費スプリンクラー設置加算分

申請書」に必要事項を記入し、スプリンクラー設備を設置したことを証明する書類（消

防法施行規則第３１条の３第４項にいう消防機関が発行する検査済証または当該設備

整備工事の完了を証する書類の写し）を添付し、県本庁に申請するものとする。 

エ 県本庁は申請書を審査し、設置の翌月から本加算を適用するものとする。 

オ 本加算分は、局長通知の４のアにいう施設経理区分から本部経理区分への繰入れ限

度額には含まれるものとする。 

 

 

 

 

 

 



別紙様式１ 

民間施設給与等改善費基本分算定調書 

（１施設当たり職員平均勤続年数算定表） 

 

施設名  施設所在地  

施設の区分 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｈ 認定年月日 年    月    日 

年数等 

区分 

 

氏名 

現に勤続する施設の状況 その他の社 

会福祉施設 

における勤 

続年数 ｃ 

１施設当た

り職員総勤

続年数 

ｂ＋ｃ  ｄ 

１施設当た

り職員平均

勤続年数 

ｄ／ａ  ｅ 

備 考 
職員数 

ａ 職 種 
勤続年数 

ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人  年 月 年 月 年 月   

計      年  

 

（注）１ 施設の区分欄は、（ｅ）欄の結果により決定し、該当する施設の区分に○印をつ

けること。 

２ （ｂ）欄、（ｃ）欄、（ｄ）欄の勤続年数は、年月数まで算出することとし、ま

た、（ｅ）欄の算定は、６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の端数は切り捨

て、整数年とすること。 

３ 個々の職員の勤続年数の算定は、年度当初における事務費の支弁単価設定の際

に行うものとし、各年度４月１日現在により算定すること。 

なお、１か月未満の日数についてはこれを１月とする。（ただし、当該年度４月

１日採用者については０月とする。） 

４ （ｃ）欄の算定に当たって、２以上の施設に勤務した場合は、各々の日数まで

を合算した後、上記３のなお書により算定すること。 



別紙様式２ 

 

管理費スプリンクラー設置加算分申請書 

区          分 内          容 

施設の種類           ａ  

施設の名称           ｂ  

スプリンクラー設置年月日    ｃ 年    月    日 

民改費基本分の区分       ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 

スプリンクラーの機種等     ｅ  

 

（注）１ 本申請は、スプリンクラーを設置後に行うものとする。 

２ （ｃ）欄は、本設備の設置工事が完了した時点を記入することとし、消防法施

行規則第３１条の３の第４項にいう消防機関の検査済証等本設備を設置したこと

が証明できる書類を添付すること。 

３ （ｄ）欄は、該当するものを○で囲むこと。 


